
スタート

↓

京都府内に事務所
がありますか？

ＮＯ →
条例指定は受けるこ
とができません

ＹＥＳ
↓

所得税の控除対象
法人ですか？

ＮＯ → ＮＰＯ法人ですか？ ＮＯ →
条例指定は受けるこ
とができません

ＹＥＳ ＹＥＳ
↓ ↓

京都府に主たる事
務所がありますか？

ＮＯ →
条例指定を受けるた
めの申請が必要です

ＹＥＳ 申請先
↓ ↓

既に条例指定してい
ますので申請等の
手続きは不要です

・ＮＰＯ法人、認定(仮認定）ＮＰＯ法人→府民力推進課

・その他の法人　　　　　　　　　　　　　　→税務課

京都府の条例指定寄附金の申請について


